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号
）

第
二
百
十
一
回
国
会

衆

議

院

第

六

号

総

務

委

員

会

議

録

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日（
火
曜
日
）

　
　
　
　

午
後
一
時
九
分
開
議

　

出
席
委
員

　
　
　

委
員
長　

浮
島　

智
子
君

　
　
　

理
事　

あ
か
ま
二
郎
君　

理
事　

斎
藤　

洋
明
君

　
　
　

理
事　

武
村　

展
英
君　

理
事　

鳩
山　

二
郎
君

　
　
　

理
事　

石
川　

香
織
君　

理
事　

奥
野
総
一
郎
君

　
　
　

理
事　

守
島　
　

正
君　

理
事　

中
川　

康
洋
君

　
　
　
　
　
　

井
原　
　

巧
君　
　
　
　

金
子　

恭
之
君

　
　
　
　
　
　

川
崎
ひ
で
と
君　
　
　
　

国
光
あ
や
の
君

　
　
　
　
　
　

小
森　

卓
郎
君　
　
　
　

佐
々
木　

紀
君

　
　
　
　
　
　

坂
井　
　

学
君　
　
　
　

島
尻
安
伊
子
君

　
　
　
　
　
　

杉
田　

水
脈
君　
　
　
　

田
所　

嘉 

君

　
　
　
　
　
　

田
野
瀬
太
道
君　
　
　
　

中
川　

貴
元
君

　
　
　
　
　
　

西
野　

太
亮
君　
　
　
　

長
谷
川
淳
二
君

　
　
　
　
　
　

深
澤　

陽
一
君　
　
　
　

古
川　

 

季
君

　
　
　
　
　
　

務
台　

俊
介
君　
　
　
　

保
岡　

宏
武
君

　
　
　
　
　
　

渡
辺　

孝
一
君　
　
　
　

お
お
つ
き
紅
葉
君

　
　
　
　
　
　

岡
本
あ
き
子
君　
　
　
　

神
谷　
　

裕
君

　
　
　
　
　
　

重
徳　

和
彦
君　
　
　
　

道
下　

大
樹
君

　
　
　
　
　
　

湯
原　

俊
二
君　
　
　
　

伊
東　

信
久
君

　
　
　
　
　
　

市
村
浩
一
郎
君　
　
　
　

中
司　
　

宏
君

　
　
　
　
　
　

輿
水　

恵
一
君　
　
　
　

西
岡　

秀
子
君

　
　
　
　
　
　

宮
本　

岳
志
君　
　
　
　

吉
川　
　

 

君

　
　
　
　

　
　
　

総
務
大
臣　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本　

剛
明
君

　
　
　

総
務
副
大
臣　
　
　
　
　
　
　
　

尾
身　

朝
子
君

　
　
　

総
務
大
臣
政
務
官　
　
　
　
　
　

国
光
あ
や
の
君

　
　
　

総
務
大
臣
政
務
官　
　
　
　
　
　

中
川　

貴
元
君

　
　
　

総
務
大
臣
政
務
官　
　
　
　
　
　

長
谷
川
淳
二
君

　
　
　

総
務
委
員
会
専
門
員　
　
　
　
　

阿
部　

哲
也
君

　
　
　
　

委
員
の
異
動

二
月
二
十
八
日

　

辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　

補
欠
選
任

　
　

井
林　

辰
憲
君　
　
　
　
　

深
澤　

陽
一
君

　
　

佐
々
木　

紀
君　
　
　
　
　

田
野
瀬
太
道
君

同
日

　

辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　

補
欠
選
任

　
　

田
野
瀬
太
道
君　
　
　
　
　

佐
々
木　

紀
君

　
　

深
澤　

陽
一
君　
　
　
　
　

井
林　

辰
憲
君

　
　
　
　

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出

第
八
号
）

　

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣

提
出
第
九
号
）

　

持
続
可
能
な
地
方
税
財
政
基
盤
の
確
立
並
び
に
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
東
日
本
大
震
災
等
へ
の
対

応
に
関
す
る
件

　
　
　
　
　

○
浮
島
委
員
長　

こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

　

内
閣
提
出
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

及
び
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
両

案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　

両
案
に
対
す
る
質
疑
は
終
局
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

○
浮
島
委
員
長　

こ
れ
よ
り
両
案
を
一
括
し
て
討
論
に
入

り
ま
す
。

　

討
論
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
順
次
こ
れ
を
許
し
ま

す
。
奥
野
総
一
郎
君
。

○
奥
野（
総
）委
員　

立
憲
民
主
党
、
奥
野
総
一
郎
で
す
。

　

私
は
、
立
憲
民
主
党
・
無
所
属
を
代
表
し
、
た
だ
い
ま

議
題
と
な
り
ま
し
た
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
反
対
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
賛
成
の
立
場
で
討
論
を
行
い
ま
す
。

　

地
方
税
法
等
改
正
案
に
は
、
一
部
評
価
で
き
る
改
正
項

目
も
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
が
、
以
下
の
理
由
で
反
対
す
る

も
の
で
す
。

　

第
一
は
、
現
在
六
対
四
と
な
っ
て
い
る
国
税
と
地
方
税

の
割
合
に
つ
い
て
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
に
応
じ
て
地

方
税
の
配
分
割
合
を
更
に
引
き
上
げ
る
べ
き
で
す
が
、
抜

本
的
な
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

　

第
二
は
、
受
益
と
負
担
と
の
関
係
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
高

所
得
者
ほ
ど
大
き
な
節
税
効
果
を
受
け
ら
れ
る
、
過
度
な

返
礼
品
競
争
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
問
題
の
多
い
ふ
る
さ

と
納
税
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

　

第
三
は
、
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
つ
い

て
、
使
途
や
譲
与
基
準
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
で
す
。

　

第
四
は
、
車
体
課
税
に
関
し
て
、
環
境
性
能
割
の
税
率

区
分
の
見
直
し
や
グ
リ
ー
ン
化
特
例
の
延
長
等
が
講
じ
ら

れ
ま
す
が
、
自
動
車
関
係
諸
税
の
見
直
し
が
不
十
分
で
あ

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
地
方
交
付
税
法
等
改
正
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ

ま
す
。

　

賛
成
の
理
由
の
第
一
は
、
一
般
財
源
総
額
に
つ
い
て
、

前
年
度
を
上
回
る
水
準
を
確
保
し
、
地
方
交
付
税
総
額
も

前
年
度
を
上
回
る
十
八
・
四
兆
円
を
確
保
し
、
自
治
体
の

要
望
に
も
一
定
応
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

　

第
二
は
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
抑
制
に
加
え
、
交
付
税

特
別
会
計
借
入
金
の
前
倒
し
償
還
、
国
税
減
額
補
正
の
精

算
の
前
倒
し
な
ど
、
地
方
財
政
の
健
全
化
、
将
来
負
担
の

軽
減
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

第
三
は
、
地
域
の
脱
炭
素
化
や
光
熱
費
高
騰
対
策
な
ど

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
一
・
四
兆
円
の
繰
越
金
へ
の
依
存
、
臨
時
財
政

対
策
債
の
根
拠
と
な
る
折
半
ル
ー
ル
の
延
長
、
退
職
手
当

以
外
の
給
与
関
係
費
の
伸
び
が
一
・
三
％
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
、
課
題
や
問
題
は
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
地

方
の
財
政
需
要
を
正
確
に
反
映
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
積
極

的
な
一
般
財
源
の
確
保
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、
交
付

団
体
ベ
ー
ス
の
一
般
財
源
総
額
は
伸
び
て
い
る
も
の
の
、

前
年
比
で
若
干
の
プ
ラ
ス
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
骨
太

方
針
に
基
づ
き
、
二
〇
二
四
年
度
ま
で
は
二
〇
二
一
年
度

地
方
財
政
計
画
総
額
と
同
水
準
を
確
保
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
ル
ー
ル
が
、
逆
に
実
質
的
な
上
限
に
変
質
し
て
い

る
と
も
言
え
ま
す
。

　

最
後
に
、
地
方
一
般
財
源
総
額
の
確
保
の
た
め
、
税
源

移
譲
や
地
方
交
付
税
率
の
引
上
げ
な
ど
の
抜
本
的
な
対
策

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
申
し
述
べ
、
討
論
を
終
わ
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

以
上
で
す
。（
拍
手
）

○
浮
島
委
員
長　

次
に
、
守
島
正
君
。

○
守
島
委
員　

日
本
維
新
の
会
の
守
島
で
す
。

　

私
は
、
会
派
を
代
表
し
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
及
び
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
つ
い
て
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論
を
い
た
し
ま

す
。

　

賛
成
の
立
場
と
は
い
え
、
国
と
地
方
は
本
来
対
等
で
あ

り
、
国
が
一
方
的
に
地
方
の
財
政
計
画
や
自
治
体
の
自
主

財
源
の
在
り
方
や
交
付
税
の
法
定
率
等
を
決
め
て
い
る
現

行
の
制
度
に
関
し
て
は
、
地
方
分
権
を
強
力
に
推
進
し
よ

う
と
す
る
我
が
党
と
し
て
は
根
本
的
に
相
入
れ
ず
、
財
源

を
自
治
体
に
移
譲
し
た
上
で
自
治
体
間
で
の
財
源
調
整
を

行
う
制
度
な
ど
、
そ
も
そ
も
論
か
ら
制
度
設
計
の
在
り
方

を
見
直
す
べ
き
と
い
う
立
場
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
抜
本
的
な
制
度
設
計
の
見
直
し
に
至
ら
ず
と

も
、
地
方
財
政
基
盤
の
確
立
の
た
め
に
は
法
定
率
の
見
直

し
等
、
国
、
地
方
間
の
税
財
源
配
分
は
是
正
さ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
地
方
固
有
の
財
源
で
あ
る
地
方
交
付

税
の
必
要
額
は
必
ず
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
財
源
不
足
を
補
う
た
め

臨
時
財
政
対
策
債
が
発
行
さ
れ
続
け
、
令
和
四
年
度
末
見

込
み
に
お
い
て
い
ま
だ
五
十
二
兆
円
の
残
高
が
累
積
さ
れ

て
い
る
な
ど
、
地
方
自
治
を
不
安
に
陥
れ
る
要
因
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
臨
財
債
の
廃
止
は
地
方
六
団
体
か
ら
も
繰

り
返
し
要
望
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
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�

総
務
委
員
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議
録
第
六
号　

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

　

昨
年
も
、
こ
の
場
で
我
が
会
派
は
、
国
、
地
方
共
に
厳

し
い
財
政
状
況
の
中
、
総
務
大
臣
が
先
頭
に
立
っ
て
臨
財

債
発
行
を
大
幅
に
抑
え
た
こ
と
は
、
臨
財
債
を
発
行
し
な

い
と
い
う
方
向
性
の
道
筋
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
と
の
意

見
を
述
べ
、
賛
成
を
表
明
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
を
見
る
に
、
財
源
不
足
は
二
兆
円
ま
で
減
少

し
、
ゼ
ロ
と
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
も
の
の
、
臨
時
財
政

対
策
債
の
よ
り
一
層
の
発
行
抑
制
で
、
制
度
創
設
以
来
最

少
額
の
一
兆
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
令
和
四
年
度
に
引

き
続
き
、
一
般
財
源
の
質
が
改
善
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま

す
。

　

ま
た
、
別
に
、
交
付
税
特
別
会
計
借
入
金
の
償
還
〇
・

八
兆
円
を
前
倒
し
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。

　

こ
れ
ら
は
、
地
方
財
政
健
全
化
の
方
向
性
と
し
て
、
一

定
程
度
評
価
に
値
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

今
後
、
更
な
る
地
方
財
政
の
健
全
化
に
努
め
る
よ
う
、

総
務
大
臣
と
財
政
当
局
は
、
後
に
提
出
さ
れ
る
決
議
案
の

各
項
目
の
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
、
取
組
を
加
速
し
て
い

た
だ
く
こ
と
を
念
頭
に
、
本
法
案
に
関
し
て
は
賛
成
い
た

し
ま
す
。

　

ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
関
し
て
は
、
本
委
員
会
で
も

各
委
員
か
ら
繰
り
返
し
疑
問
が
呈
さ
れ
て
お
り
、
応
益
原

則
に
の
っ
と
っ
た
制
度
の
再
考
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
申

し
添
え
ま
し
て
、
私
の
賛
成
討
論
と
い
た
し
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

○
浮
島
委
員
長　

次
に
、
宮
本
岳
志
君
。

○
宮
本（
岳
）委
員　

私
は
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
、

地
方
税
法
、
地
方
交
付
税
法
等
改
正
案
に
反
対
の
討
論
を

行
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
地
方
税
法
等
改
正
案
に
つ
い
て
で
す
。

　

国
民
の
実
質
賃
金
や
年
金
は
減
り
続
け
、
物
価
高
騰
で

貧
困
と
格
差
は
一
層
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。
今
大
切
な
地

方
自
治
体
の
役
割
は
、
住
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
り
、
福

祉
の
増
進
に
努
め
る
こ
と
で
す
。

　

地
方
税
法
を
改
正
す
る
な
ら
、
生
計
費
非
課
税
の
徹

底
、
富
裕
層
、
大
企
業
に
対
す
る
応
分
の
負
担
、
困
窮
者

へ
の
税
負
担
軽
減
な
ど
、
所
得
再
配
分
機
能
の
発
揮
こ
そ

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
本
法
案
で
は
、
そ
う

た
。

　
　
　
　

○
浮
島
委
員
長　

こ
れ
よ
り
両
案
に
つ
い
て
順
次
採
決
に

入
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。

　

本
案
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

　
　
　
　

〔
賛
成
者
起
立
〕

○
浮
島
委
員
長　

起
立
多
数
。
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

次
に
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。

　

本
案
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

　
　
　
　

〔
賛
成
者
起
立
〕

○
浮
島
委
員
長　

起
立
多
数
。
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

　

た
だ
い
ま
議
決
い
た
し
ま
し
た
両
法
律
案
に
関
す
る
委

員
会
報
告
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
長
に
御
一

任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
浮
島
委
員
長　

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

　
　
　
　

〔
報
告
書
は
附
録
に
掲
載
〕

　
　
　
　
　

○
浮
島
委
員
長　

次
に
、
地
方
自
治
及
び
地
方
税
財
政
に

関
す
る
件
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
ま
す
。

　

こ
の
際
、
武
村
展
英
君
外
四
名
か
ら
、
自
由
民
主
党
・

無
所
属
の
会
、
立
憲
民
主
党
・
無
所
属
、
日
本
維
新
の

会
、
公
明
党
及
び
国
民
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
の
五
派

共
同
提
案
に
よ
る
持
続
可
能
な
地
方
税
財
政
基
盤
の
確
立

並
び
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
東
日
本
大
震

災
等
へ
の
対
応
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
議
す
べ
し
と
の

動
議
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

提
出
者
か
ら
趣
旨
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
お
お
つ
き
紅

葉
さ
ん
。

○
お
お
つ
き
委
員　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
決
議

し
た
措
置
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
、
住
民
の
命

と
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
は
で
き
ず
、
到
底
、
地
方
自
治
体

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
税
理
士
法
改
正
で
創
設
さ
れ
る
税
務
相
談
停
止

命
令
制
度
が
地
方
税
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
重
大
で

す
。
地
方
税
に
お
い
て
も
、
曖
昧
な
基
準
に
よ
る
強
力
な

権
限
行
使
や
自
主
申
告
運
動
潰
し
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ

ん
。

　

次
に
、
地
方
交
付
税
法
等
改
正
案
に
つ
い
て
で
す
。

　

本
法
案
は
、
社
会
保
障
費
の
抑
制
と
地
方
公
務
員
の
削

減
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
路
線
を
継
続
す
る
も
の
と
な
っ

て
お
り
、
反
対
で
す
。

　

政
府
が
続
け
る
一
般
財
源
同
水
準
ル
ー
ル
は
、
地
方
自

治
体
に
、
毎
年
増
加
す
る
社
会
保
障
費
の
増
を
、
給
与
関

係
費
や
投
資
的
経
費
の
削
減
で
吸
収
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
を
押
し
つ
け
て
い
ま
す
。

　

児
童
福
祉
司
や
保
健
師
の
増
員
の
た
め
の
財
政
措
置

は
、
限
ら
れ
た
範
囲
内
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

集
中
改
革
プ
ラ
ン
以
降
、
地
方
公
務
員
を
二
十
三
万
人

も
削
減
し
、
深
刻
な
長
時
間
勤
務
を
招
く
と
と
も
に
、
年

収
が
二
百
万
円
に
も
満
た
な
い
非
正
規
職
員
が
増
え
続
け

て
い
る
こ
と
も
重
大
な
問
題
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
な
ど
脆
弱
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た

地
方
の
行
政
基
盤
の
再
構
築
に
は
手
を
つ
け
よ
う
と
も
し

な
い
ま
ま
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
の
た
め

に
、
カ
ー
ド
交
付
率
を
普
通
交
付
税
の
算
定
に
用
い
る
や

り
方
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
大
で
す
。
こ
の

仕
組
み
に
よ
り
、
自
治
体
は
カ
ー
ド
普
及
競
争
に
駆
り
立

て
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
カ
ー
ド
所
有
の
有

無
に
よ
っ
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
差
を
つ
け
て
い
く

こ
と
さ
え
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
来
地
方
の
固

有
財
源
で
あ
り
、
財
源
保
障
と
財
政
調
整
が
役
割
の
地
方

交
付
税
を
国
策
推
進
に
利
用
す
る
も
の
で
、
断
じ
て
許
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

国
は
、
自
治
体
が
役
割
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
法
定
率

の
引
上
げ
な
ど
財
政
確
保
に
責
任
を
果
た
す
べ
き
こ
と
を

強
く
求
め
て
、
反
対
討
論
と
い
た
し
ま
す
。

○
浮
島
委
員
長　

こ
れ
に
て
討
論
は
終
局
い
た
し
ま
し

案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
出
者
を
代
表
し
て
、
そ
の
趣
旨
を

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

案
文
の
朗
読
に
よ
り
趣
旨
の
説
明
に
代
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
　
　
　

持
続
可
能
な
地
方
税
財
政
基
盤
の
確
立
並
び
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
東
日
本
大

震
災
等
へ
の
対
応
に
関
す
る
件（
案
）

　
　

厳
し
い
地
方
財
政
の
現
状
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団

体
が
住
民
生
活
に
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的
か

つ
安
定
的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
に
は
、
持
続
可
能
な

地
方
税
財
政
基
盤
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
政
府
は
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
措
置
す
べ
き
で
あ

る
。

　

一　

交
付
団
体
を
始
め
地
方
の
安
定
的
な
財
政
運
営
に

必
要
な
一
般
財
源
総
額
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
の
地

方
財
政
計
画
の
水
準
を
下
回
ら
な
い
よ
う
、
予
見
可

能
性
を
持
っ
て
安
定
的
に
確
保
す
る
と
と
も
に
、
社

会
保
障
関
係
費
そ
の
他
の
拡
大
す
る
行
政
需
要
に
合

わ
せ
て
充
実
さ
せ
る
よ
う
最
大
限
努
力
す
る
こ
と
。

　

二　

地
方
公
共
団
体
が
、
人
口
減
少
の
克
服
、
地
域
経

済
の
活
性
化
、
地
域
社
会
の
維
持
・
再
生
、
地
域
社

会
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
の
重
要
課
題
に
取
り
組
ん
で
い

く
た
め
に
は
、
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
た

諸
施
策
を
中
長
期
に
わ
た
っ
て
実
施
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
実
施
に
必
要
な
歳
出
を

継
続
的
か
つ
安
定
的
に
地
方
財
政
計
画
に
計
上
す
る

こ
と
。

　

三　

地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
役
割
で
あ
る

財
源
調
整
機
能
と
財
源
保
障
機
能
が
十
分
発
揮
で
き

る
よ
う
、
引
き
続
き
、
地
方
税
等
と
併
せ
必
要
な
総

額
の
充
実
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
法
定
率
の
引
上

げ
を
含
め
た
抜
本
的
な
見
直
し
を
検
討
し
、
臨
時
財

政
対
策
債
等
の
特
例
措
置
に
依
存
し
な
い
持
続
的
な

制
度
の
確
立
を
目
指
す
こ
と
。
ま
た
、
基
準
財
政
需

要
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
保
障
関
係
費
の

自
然
増
、
保
健
所
に
お
け
る
感
染
症
対
策
等
の
た
め

の
人
員
配
置
に
係
る
経
費
を
適
切
に
反
映
す
る
と
と

も
に
、
条
件
不
利
地
域
等
、
地
域
の
実
情
に
十
分
配

慮
す
る
こ
と
。



三

衆
議
院
事
務
局
　
　
　
調
製
　
国
立
印
刷
局

第
一
類
第
二
号　
　

�

総
務
委
員
会
議
録
第
六
号　

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

令
和
五
年
五
月
十
九
日
作
成

　

四　

地
方
交
付
税
の
原
資
と
な
る
税
収
の
見
積
り
に
当

た
っ
て
は
、
特
に
減
額
に
よ
る
混
乱
を
回
避
す
る
た

め
、
正
確
を
期
す
よ
う
、
万
全
の
努
力
を
払
う
こ

と
。
ま
た
、
年
度
途
中
に
税
収
の
見
込
額
が
減
額
さ

れ
る
場
合
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
支

障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
国
の
責
任
に
お
い
て
十
分
な

補
填
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
の
自
主
性
・
自

立
性
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
安
定
的
で
充
実
し
た

財
源
の
確
保
を
可
能
と
す
る
地
方
税
制
の
構
築
を
図

る
こ
と
。
ま
た
、
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
創
設
や
拡

充
な
ど
減
収
が
生
ず
る
地
方
税
制
の
見
直
し
を
行
う

場
合
に
は
、
真
に
地
域
経
済
や
住
民
生
活
に
寄
与
す

る
も
の
に
限
ら
れ
る
よ
う
、
慎
重
に
対
処
す
る
と
と

も
に
、
代
替
の
税
源
の
確
保
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。
と
り
わ
け
固
定
資
産
税
は
、
市
町
村
の
基
幹
税

目
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
納
税
者
の
税
負
担
に
も

配
慮
し
つ
つ
安
定
的
税
収
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

　

六　

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
関
し
て
は
、
応
益
原
則
に

配
慮
し
、
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
た
適
切
な
運
用
に
向

け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
。

　

七　

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
つ
い
て

は
、
地
方
団
体
が
実
施
す
る
森
林
の
整
備
及
び
そ
の

促
進
に
関
す
る
施
策
の
取
組
状
況
や
地
方
団
体
の
意

見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
層
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る
よ

う
、
各
地
方
団
体
へ
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
森

林
吸
収
源
対
策
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
と

な
っ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
森
林
環
境
譲
与
税
の
使
途
や
譲
与
基
準
を
始

め
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

　

八　

地
方
債
に
つ
い
て
は
、
財
政
力
の
弱
い
市
町
村
が

円
滑
に
資
金
を
調
達
で
き
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体

金
融
機
構
の
機
動
的
な
活
用
を
含
め
、
公
的
資
金
の

確
保
と
適
切
な
配
分
に
最
大
限
の
配
慮
を
行
う
こ

と
。
ま
た
、
民
間
等
資
金
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
資

金
調
達
手
段
の
多
様
化
に
取
り
組
む
こ
と
。

　

九　

臨
時
財
政
対
策
債
を
始
め
、
累
積
す
る
地
方
債
の

元
利
償
還
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
お
い
て
地
方
公
共

団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ

　
　

右
決
議
す
る
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。

　

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

○
浮
島
委
員
長　

以
上
で
趣
旨
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し

た
。

　

採
決
い
た
し
ま
す
。

　

本
動
議
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

　
　
　
　

〔
賛
成
者
起
立
〕

○
浮
島
委
員
長　

起
立
総
員
。
よ
っ
て
、
本
動
議
の
と
お

り
、
持
続
可
能
な
地
方
税
財
政
基
盤
の
確
立
並
び
に
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
東
日
本
大
震
災
等
へ
の
対

応
に
関
す
る
件
を
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
し

ま
し
た
。

　

こ
の
際
、
総
務
大
臣
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
を
許
し
ま
す
。
松
本
総
務
大
臣
。

○
松
本
国
務
大
臣　

た
だ
い
ま
御
決
議
の
あ
り
ま
し
た
事

項
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
御
趣
旨
を
十
分
に
尊
重
し
て

ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

○
浮
島
委
員
長　

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

　

た
だ
い
ま
の
決
議
に
つ
い
て
の
議
長
に
対
す
る
報
告
及

び
関
係
当
局
へ
の
参
考
送
付
の
手
続
に
つ
き
ま
し
て
は
、

委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご

ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
浮
島
委
員
長　

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
決
し
ま
し
た
。

　

次
回
は
、
公
報
を
も
っ
て
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
と
し
、

本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　

午
後
一
時
二
十
八
分
散
会

う
、
万
全
の
財
源
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

十　

今
後
と
も
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
抑
制
や
交

付
税
特
別
会
計
借
入
金
の
着
実
な
償
還
に
努
め
、
地

方
財
政
の
健
全
化
を
進
め
る
こ
と
。

　

十
一　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
関
し
て

は
、
感
染
症
法
上
の
位
置
付
け
の
変
更
に
か
か
わ
ら

ず
、
引
き
続
き
国
の
責
任
に
お
い
て
迅
速
か
つ
十
分

な
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
。

　

十
二　

地
域
医
療
構
想
及
び
公
立
病
院
経
営
強
化
の
推

進
に
当
た
っ
て
は
、
公
立
病
院
の
病
床
削
減
・
統
廃

合
を
前
提
と
せ
ず
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
地
方
公

共
団
体
の
主
体
的
な
取
組
を
十
分
に
尊
重
す
る
と
と

も
に
、
持
続
可
能
な
地
域
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す

る
た
め
、
必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

十
三　

光
熱
費
高
騰
を
始
め
と
す
る
物
価
高
騰
に
伴
う

地
方
公
共
団
体
の
行
政
経
費
の
増
加
に
つ
い
て
は
、

各
団
体
の
財
政
運
営
に
与
え
る
影
響
の
把
握
に
努

め
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
迅
速
に
追
加
的
な
財

政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

十
四　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
に
当
た
っ

て
は
、
交
付
率
に
よ
っ
て
、
地
方
交
付
税
が
減
額
さ

れ
る
な
ど
の
不
利
益
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得

が
任
意
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
カ
ー
ド
を
取
得
し

て
い
な
い
方
に
つ
い
て
も
、
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　

十
五　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
事
業
が
着

実
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
復
旧
・
復
興
事
業
が
完
了

す
る
ま
で
の
間
、
震
災
復
興
特
別
交
付
税
を
始
め
、

必
要
な
財
源
を
確
実
に
確
保
す
る
な
ど
、
万
全
の
支

援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

十
六　

近
年
、
集
中
豪
雨
、
台
風
、
地
震
、
豪
雪
な
ど

の
自
然
災
害
が
頻
発
化
・
激
甚
化
し
、
全
国
各
地
で

住
民
生
活
の
安
全
・
安
心
を
脅
か
す
甚
大
な
被
害
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
に

お
い
て
、
更
な
る
防
災
・
減
災
対
策
の
推
進
や
、
被

災
地
の
迅
速
な
復
旧
・
復
興
に
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
十
分
な
人
的
・
財
政
的
支
援
を
行
う
こ

と
。


